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今後に向けて

　調査１及び調査２の中では、ＣＳＷ実践者養成

研修によってＣＳＷ実践の特徴である個別課題ア

セスメントと地域アセスメントを結びつける視点

や、地域アセスメント、ネットワーキングの方法

について学ぶことができたという意見が多く見ら

れた。これらは、研修主催者としても強調して研

修カリキュラムに盛り込んできたことでもあり、

その点では成果があったとも言える。しかしなが

ら、調査３において地域アセスメントやサービス

開発、ネットワーキングに関するスキルの弱さが

明らかとなったことから、今後はこうしたスキル

の習得や向上に向けて重点的に取り組む必要性が

ある。ただし、今回の調査は対象者が限定されて

いることから、全国的な実態と言えるものではな

い。そのため平成19～20年度にかけて日本地域福

祉学会特別研究プロジェクトとして科学研究費基

盤研究(B)「コミュニティソーシャルワーク実践の

体系的なスキルの検証及び教育法の開発」による

全国 500自治体を対象とした調査を 2008年 8月に

実施している。今回の調査３は、この全国調査の

プレ調査でもあり、今後はこの全国調査の結果を

踏まえて、より現場のニーズに応えるスキル習得

の研修プログラム開発を行っていく必要がある。

　ただし、限られた時間での研修プログラムで全

ての課題に応えきれるものではない。そうした限

界性も踏まえながら、今後ＣＳＷ実践を普及して

いくためには、まず各地の実践者が自分達の事例

に基づきながら研修に取り組めるような演習テキ

ストの開発が必要であると考える。

　また、日本地域福祉研究所の研修で使用してい

るワークシートは研修用として開発したものであ

り、実際の業務で活用できるシートではないこと

から、今後は研修後に現場でも活用することがで

きるアセスメントシート、プランニングシート、

モニタリングシート等の開発が求められ、それら

のＣＳＷツールの活用を意識した研修プログラム

が必要となってくる。今後は、実践現場との協働

により実践者用のＣＳＷツールの開発に臨みたい。

「ボローニャ宣言とドイツのソーシャルワーカー養

成の動向」

高　木　　　剛　（目白大学短期大学部）

１．はじめに

　欧州高等教育圏の構築を目指す「ボローニャ宣

言」により、欧州各国では新たな高等教育制度へ

の転換が進められている。ソーシャルワーカーの

養成も例外ではなく、2010年までに欧州圏内の大

学間で容易に比較でき、質が保証されたソーシャ

ルワーク教育の導入を目指して、改革が急ピッチ

で進められているところである。

　このような状況の中、日本では社会福祉士及び

介護福祉士法の改正（2007年）により、社会福祉

士の養成教育が見直されたところであるが、様々

な産業でグローバル化が進む中で、ソーシャル

ワークの分野においても、国内のみならず、国境

を越えた教育、雇用などのあり方に関心が高まっ

ている。

　筆者はこれまでも、日本の介護保険制度や介護

福祉士資格の創設などに少なからず影響を及ぼし

てきたドイツに注目し、介護、看護、ソーシャル

ワーク教育について報告１）２）３）４）５）６）してきた

が、ボローニャ宣言に基づく新たなソーシャル

ワーク教育の展開についてより具体的に整理する

ことは、日本の社会福祉士養成のあり方を展望す

るうえで有益であると思われる。

　本稿では、ボローニャ宣言とそれに伴うドイツ

のソーシャルワーカー（Sozialarbeiter）養成（教育）

の動向について整理し、今後の日本における社会

福祉士養成の検討に資することを目的とする。

２．研究方法

　各種文献・資料およびインターネットの情報

（大学などの機関）により以下の項目について整理

した。

① ボローニャ宣言とボローニャ・プロセスについ

て（内容、参加国など）

② ドイツにおけるボローニャ・プロセスの進捗状
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況について（州別、学修分野別の状況など）

③ ドイツにおける新たなソーシャルワーク教育に

ついて（ポツダム社会福祉大学、アリスザロモ

ン社会福祉大学の例）

３．ボローニャ宣言とボローニャ・プロセス

　1999年に29カ国の教育担当大臣が、イタリアの

ボローニャで会合し、2010年までに高等教育にお

ける欧州圏を構築し、世界に通用する高等教育制

度を確立させようとする声明（ボローニャ宣言）

が出された。その骨子として、①学修状況の把握

を容易にする共通様式（ディプロマ・サプリメン

ト）を使用して、他大学と比較可能な学位制度を

採用する、②大学では学部（Bachelor）、大学院

（Master／Doctor）の２又は３段階システムを採用

し、欧州圏内共通の学位とする、③欧州圏内の大

学での単位互換制度（ECTS）を採用する、④教職

員、学生の自由な移動を促進する、⑤評価基準、評

価法を開発し、大学教育の質的保証のために協力

する、⑥カリキュラム開発、修学、研究プログラ

ムなどにおいて、欧州圏内の視点、特色の普及・促

進に努める、ことが掲げられている。

　2010年までの取り組みの過程をボローニャ・プ

ロセスといい、２年ごとに行われる教育担当大臣

の会合のたびに参加国が増え、2007年現在で46カ

国となっている。ちなみに次回の会合は2009年に

ルーベン（ベルギー）での開催が予定されている。

　欧州大学協会（European University Association）の

調査報告書（2007年）によれば、ボローニャ・プ

ロセスの進捗状況は、参加国によって差があるも

のの、全体としては 82％となっている７）。

４．ドイツにおけるボローニャ・プロセスの進捗

状況

　ところで、ドイツの高等教育機関は高等教育大

綱法（Hochschulrahmengesetz）により、「総合大学」、

「芸術・音楽大学」、「専門単科大学」などに分けら

れるが、ボローニャ・プロセスにより、これらの

大学全てが新たな教育制度の導入を目指すことに

なっている。ボローニャ・プロセスの進捗状況

（2008年）は、ドイツ全州（16州）では66.9％であ

るが、Niedersachsen（90.8％）やBayern（42.4％）の

ように州によって差がある。学修分野別でも同様

に、農学・林学・食品科学（85.2％）、工学（82.7

％）、医学・保健科学（64.2％）、言語学・文化学（49.9

％）、芸術・音楽（28.7％）と差がある。ちなみに

社会福祉およびその関連分野（社会科学）は 78.0

％となっている８）。

　ドイツにおけるソーシャルワーカー養成は、主

として専門単科大学で行なわれているが、ボロー

ニャ・プロセスによって、これまでの一般的な学

修期間（４年間（８学期））が、多くの場合３年間

（６学期）又は３年６ヶ月間（７学期）へと切り替

わってきている。また、学位は従来のDiplomから、

Bachelor、Masterが採用されてきており、カリキュ

ラムでは各科目がModul（モジュール）化され、各

Modulに修了時の単位数（ECTS-point）が決められ

ている。

５．ドイツにおける新たなソーシャルワーク教育

　ソーシャルワーク教育の例として、ポツダム社

会福祉大学では学修期間３年間（６学期）のうち、

第１～２学期の基礎課程（Grundlagenstudium）で

は、「ソーシャルワークの基礎的方法および活動計

画（１）」や「法律上および社会政策上の基礎（１）」

など、５つのModulで合計60単位（1800時間）を、

第３～６学期の専門課程（Vertiefungsstudium）で

は、「ソーシャルワークの基礎的方法および活動計

画（２）、（３）」、「法律上および社会政策上の基礎

（２）」、「ソーシャルワークの理論」、「外国語（専

門用語）」、「卒業論文」などの他に、選択Modulと

して、「社会生活への適応および教育」、「問題への

対応および社会的擁護に関する助言」などがあり、

15 のModul で合計 120単位（3600 時間）を学修す

る（表１）。また、アリスザロモン社会福祉大学で

は、学修期間３年６ヶ月間のうち、第１～３学期

の基礎課程では、「ソーシャルワークの歴史と理

論」、「ソーシャルワークの社会学的基礎」、「ソー

シャルワークの研究方法」、「ソーシャルワークの

活動分野、対象、組織」などの Modul が、第４～
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７学期の専門課程では、「ソーシャルワークの理論

と方法」、「ソーシャルワークの倫理」、「ソーシャ

ルワークの組織、資金調達、マネジメント」、「実

習とスーパービジョン」、「卒業論文」などの他に、

選択Modulとして、「社会的文化および教育活動」、

「保健、疾病、ソーシャルワーク」、「児童および青

少年への支援」などがあり、第１～７学期で合計

210 単位（6300 時間）を学修する９）。

　このようにボローニャ・プロセスにより、多く

の大学で新たな学修の仕組みに切り替えられてき

ているが、少なからず課題もある。例えば、各科

目が Modul 化しているものの、その内容は必ずし

も大学間で統一されていないことが挙げられる。

これは Modul の内容を各大学で決めることができ

るからである。また、学修課程の Modul 数や一つ

の Modul における単位数についても同様で、これ

らが多様化していることは否めない。

６．日本への示唆

　ボローニャ・プロセスにより、欧州高等教育圏

の形成は着実に進んでいる。従来欧州各国は、独

自の教育制度をもっていたため、教職員、学生な

どの流動性や雇用の促進を図るうえで、大きな障

壁があった。この障壁を崩し、共通の高等教育制

度を構築することで、人的移動を活発化し、教育、

研究などの水準を高め、雇用を促進することが期

待されている。

　これとは対照的に、日本の社会福祉士養成では

国内に視点が置かれているため、果たして国外で

通用する教育水準が確保されているのか疑問であ

る。これは前述のドイツのソーシャルワーク教育

と比較すれば一目瞭然である。また、国際社会事

業学校連盟（IASSW）と国際ソーシャルワーカー

連盟（IFSW）の合同総会（2004年）で、「ソーシャ

ルワーク教育および養成のためのグローバル基準」

が採択されたことは、ソーシャルワーク教育、養

成、そして雇用などを、グローバルな視点で捉え

ることが求められていることを意味する。今後、

日本のソーシャルワーク教育、研究、雇用などの

水準を高めるためにも、日本、韓国、中国を主要

国としたアジア高等教育圏の形成について、積極

的に検討する必要があるのかもしれない。

７．おわりに

　本稿では欧州圏で展開されているボローニャ・

プロセスに注目し、ドイツのソーシャルワーカー

養成（教育）の動向について整理した。前述のと

おり、欧州高等教育圏の形成により、教育、研究、

雇用などの水準向上が期待されているが、2010年

の実現以降、これらがどのように推移するのか大

変興味深い。この点については、今後の動向を見

守りながら報告したい。
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